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安全保障輸出管理規程 

 

 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 国際的な平和及び安全の維持を目的とする安全保障輸出管理を適切に実施するた

めに、本規程を定める。 

 

（適用範囲） 

第２条 本規程は、交通インフラＤＸ推進コンソーシアム（以下「当コンソーシアム」と

いう。）が行う貨物の輸出及び非居住者への技術の提供（非居住者から強い影響を受けて

いる居住者への技術の提供を含む）又は外国において技術の提供をすることを目的とす

る取引（以下「技術の提供」という。）に関する業務に適用する。必要な場合は、別に細

則等を定めるものとする。 

 

（定義） 

第３条 「外為法等」とは、国際的な平和及び安全の維持の観点から貨物の輸出及び技術

の提供を規制する外国為替及び外国貿易法とこれに基づく政令、省令、通達等をいう。 

 

２ 「輸出等」とは、貨物の輸出及び技術の提供（これらを前提とする国内取引を含む。）

をいう。 

 

３ 「貨物等」とは、貨物及び技術をいう。 

 

４ 「規制貨物等」とは、国際的な平和及び安全の維持の観点から外為法等により規制さ

れている貨物及び技術をいう。このうち、輸出貿易管理令（以下「輸出令」という。）

別表第１の１の項から１５の項までに該当する貨物及び外国為替令（以下「外為令」と

いう。）別表の１の項から１５の項までに該当する技術を「リスト規制貨物等」といい、

輸出令別表第１の１６の項に該当する貨物及び外為令別表の１６の項に該当する技術を

「キャッチオール規制貨物等」という。 

 

５ 「核兵器等」とは、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布

のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機をいう。 

 

６ 「核兵器等の開発等」とは、核兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵をいう。 

 

７ 「通常兵器」とは、核兵器等以外の輸出令別表第１の１の項に該当する貨物をいう。 
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８ 「通常兵器の開発等」とは、通常兵器の開発、製造又は使用をいう。 

 

９ 「需要者等」とは、貨物の輸出であれば、貨物の輸入者若しくは需要者又はこれらの

代理人をいう。技術であれば、技術取引の相手方若しくは技術を利用する者又はこれら

の代理人をいう。   

 

１０「非居住者から強い影響を受けている居住者」とは、「外国為替及び外国貿易法第２５

条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供する

取引又は行為について」（平成４年１２月２１日付け４貿局第４９２号。）１（３）サ

①から③のいずれかに該当する居住者（自然人に限る。また、当該居住者を「特定類型」

という。）をいう。 

 

 

第２章 基本方針 

 

（基本方針） 

第４条 以下を当コンソーシアムにおける安全保障輸出管理の基本方針とする。 

 

一 規制貨物等の輸出等については、外為法等に反する行為は行わない。加えて、米国

等諸外国の安全保障貿易管理に関す法令を十分に尊重し、これを遵守する。 

 

二 外為法等の遵守及び適切な輸出管理を実施するため、安全保障輸出管理の責任者を

定め、輸出管理体制の整備、充実を行う。 

 

 

第３章 組織 

 

（最高責任者） 

第５条 基本方針に基づき、安全保障輸出管理関連業務を適正かつ円滑に実施するため、

幹事会議長を安全保障輸出管理の最高責任者とする。 

 

（輸出管理統括部門） 

第６条 最高責任者は輸出管理統括部門を設置する。輸出管理統括部門は、幹事会調整会

議がこの責務を担う。幹事会調整会議の運営は幹事会調整会議メンバーの合議にて行わ

れ、合議により出した結論について幹事会議長の決裁を受けて決定する。 

 

２ 輸出管理統括部門（幹事会調整会議）は、以下の業務を行う。 

 

一 安全保障輸出管理規程の草案及び改定案の起草及び幹事会への改廃の付議 

二 運用手続（細則）の制定、改廃 

三 該非判定及び取引の審査、承認 



3 

四 輸出管理業務の統括及びコンソーシアム全体徹底事項の指示、連絡、要請等 

五 監査 

六 教育 

七 関係部門等の長に対する報告等の要求、調査の実施、又は改善措置等の命令 

 

（事業部門管理体制） 

第７条 本規程の遵守及び輸出管理業務を適切に実施するため、普及促進委員会に輸出管

理責任者を置く。輸出管理責任者は普及促進委員会委員長がこれを務める。 

 

２ 事業部門（普及促進委員会）の輸出管理責任者は、輸出管理統括部門（幹事会調整会

議）の指示の下に、当該事業部門内の輸出管理に関する以下の業務を行う。 

 

一 事業部門（普及促進委員会）運用手続（細則）の制定、改廃 

二 輸出管理統括部門（幹事会調整会議）の指示、連絡、要請等の周知徹底 

三 輸出管理手続業務の推進 

四 貨物の出荷管理及び技術提供管理 

五 教育 

 

３ 普及促進委員会委員長は、前項の業務を円滑に行うため、輸出管理担当者を若干名選

任することができる。輸出管理担当者は、普及促進委員会内のワーキンググループその

他の組織単位（以下「ワーキンググループ等」という）の委員長、副委員長、主査又は

副主査がこれを務める。 

 

４ 前項の輸出管理担当者は、やむを得ない事情によりワーキンググループ等の委員長、

副委員長、主査又は副主査が担うことができない場合、委員長、副委員長、主査又は副

主査以外の者が務めることができる。 

 

５ 普及促進委員会委員長は、第２項第三号の輸出管理手続業務のうち該非判定の業務を

適切かつ確実に行うため、該非判定責任者を選任する。 

 

 

第４章 手続 

 

（該非判定） 

第８条 輸出等を行うワーキンググループ等は、当該貨物等がリスト規制貨物等に該当す

るか否かについて判定を行う。 

 

２ 該非判定は、以下のとおり行う。 

 

一 貨物等の輸出等を行う場合、該非判定責任者は、調達先のメーカー又は提案を受け

た会員企業等から該非判定書又はパラメータシート等を入手して、当該貨物等の該非
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が最新の外為法等に基づき判定されているかを確認する。ただし、調達先又は提案を

受けた会員企業等から該非判定書等を入手しなくても判定できる場合には、当コンソ

ーシアムの責任で判定してもよい。 

 

二 調達先又は提案を受けた会員企業等から該非判定書又はパラメータシート等を入手

できない場合は、該非判定責任者は該非判定に必要なデータ又は資料等をもとに、外

為法等に則り判定する。当コンソーシアム内のリソースのみにて判定できない場合は

関係省庁又は外部の専門機関等に相談する等、適切な措置を行う。 

 

三 本項第一号、第二号のいずれの場合においても、該非判定責任者は判定結果を幹事

会調整会議に提出する。幹事会調整会議は、判定内容について審査し、幹事会議長の

決裁を受けて最終決定を行う。 

 

（用途確認） 

第９条 ワーキンググループ等は、輸出等の引合（非居住者（非居住者から強い影響を受

けている居住者を含む）からの技術提供依頼を含む。以下、貨物の取引に関する引合と

前記技術情報提供依頼とを総称して「引合等」という。）を受けた場合には、その輸出

等を行おうとする貨物等の用途について確認を行う。 

 

２．前項の用途確認は、以下のとおり行う。 

輸出管理担当者は、その輸出等を行うとする貨物等の用途について以下の項目に該当す

るか否かを確認する。 

一 リスト規制貨物等については、 

① 核兵器等の開発等に用いられる、用いられるおそれがある、又は用いられる疑い

がある。 

② その他の軍事用途に用いられる、又は用いられる疑いがある。 

 

二 キャッチオール規制貨物等については、 

① 核兵器等の開発等に用いられるおそれがある。 

② 通常兵器の開発等に用いられるおそれがある。 

 

３ リスト規制貨物等の用途の確認に必要な情報を需要者又は技術を利用する者以外の者

から入手する場合には、当該情報の信頼性を高める手続を実施し、用途の確認を行わな

ければならない。 

 

（需要者等確認） 

第１０条  ワーキンググループ等の輸出管理担当者は、輸出等の引合等を受けた場合に

は、その行おうとする輸出等の需要者等について、以下の第一号又は第二号のいずれか

の項目に該当するか否かを確認する。更に、リスト規制貨物等については、これに加え
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て第三号の項目に該当するか否かを確認する。 

 

一 経済産業省作成の「外国ユーザーリスト」に記載されている。 

 

二 核兵器等の開発等を行う又は行ったことが入手した資料等に記載されている又は

その情報がある。 

 

三 軍若しくは軍関係機関、又はこれらに類する機関である。 

 

２ リスト規制貨物等の需要者又は技術を利用する者の確認に必要な情報を需要者又は 

技術を利用する者以外の者から入手する場合には、当該情報の信頼性を高める手続を実 

施し、需要者又は技術を利用する者の確認を行わなければならない。 

 

（取引審査） 

第１１条 輸出等の引合等の内容が以下に該当する場合、ワーキンググループ等の輸出管

理担当者は、｢審査票｣を起票して、幹事会調整会議に取引の審査を申請する。当該取引

を行うか否かの最終承認は、幹事会調整会議メンバーの合議を経て幹事会議長の決裁に

て行う。 

 

一 第８条の該非判定の結果、当該貨物等が輸出令別表第１の１の項から１５の項、又

は外為令別表の１の項から１５の項に該当する場合。 

 

二 第９条（用途確認）第２項の第一号又は第二号のいずれかに該当する場合。 

 

三 第１０条（需要者等確認）第１項の第一号、第二号又は第三号のいずれかに該当 

  する場合。 

 

四 経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けた場合。 

 

 五 本項の第一号から第三号に該当するか否か不明の場合又は疑義がある場合。 

 

２ 審査票には、仕向地、貨物等の名称、該非判定結果、需要者、用途、取引経路等を記

載し、審査に必要な書類を添付するものとする。 

 

３ 審査票を起票するに当たっては、取引の内容を事実に即して正確に記入しなければな

らない。 

 

４ 国内取引であっても、貨物の輸出及び技術の提供を行うことが明らかな場合には、 

第１項と同様の手続を行う。 

 

５ ワーキンググループ等は、幹事会調整会議の承認を得ることなく、当該取引を進めて
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はならない。 

 

６ ワーキンググループ等は、第１項の第二号及び第三号に該当しない場合であっても、

核兵器等の開発等又は核兵器等開発等省令の別表の行為のために貨物等が用いられる疑

いがあることを知った場合には、普及促進委員会委員長から幹事会調整会議を通じて最

高責任者に報告し、最高責任者は行政庁に報告する。 

 

（外為法等に基づく許可の申請等） 

第１２条 第１１条（取引審査）における承認を得た後、外為法等に基づく経済産業大臣

の許可を受けなければならない貨物の輸出及び技術の提供については、ワーキンググル

ープ等は、所定の申請書及び添付書類を作成し、経済産業大臣に対して許可申請を行う。

当該所定の申請書の名義人は普及促進委員会委員長とする。なお、普及促進委員会委員

長が自ら申請できないやむを得ない事情がある場合には、普及促進委員会委員長は、輸

出管理担当者に、当該申請をする権限を書面又は電子メールにて委譲することができる。 

 

２ 許可申請の際に提出する書類は、事実に基づき正確に記載しなければならない。 

 

３ ワーキンググループ等は、外為法等に基づく許可が必要な貨物の輸出及び技術の提供

については、経済産業大臣の許可を取得しない限り当該貨物の輸出及び技術の提供を行

ってはならない。 

 

 

第５章 出荷管理 

 

（貨物の出荷管理） 

第１３条 ワーキンググループ等の輸出管理担当者は、第８条（該非判定）及び第１１条

（取引審査）の手続が行われたこと並びに出荷される貨物が出荷書類の記載内容と同一

のものであることを確認する。また、輸出管理担当者は、外為法等の許可が必要な貨物

の輸出の場合には、経済産業大臣の許可が取得されていることを確認する。 

 

２ ワーキンググループ等は、出荷時に第１項の確認ができない場合は、直ちに出荷を取

り止めて適切な措置を施すとともに、普及促進委員会委員長から幹事会調整会議へ報告

する。 

 

３ ワーキンググループ等は、通関時に事故が発生した場合は、直ちに輸出手続を取り止

め、普及促進委員会委員長から幹事会調整会議へ報告する。幹事会調整会議は、ワーキ

ンググループ等と協議して適切な措置を講じる。 
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（技術提供管理） 

第１４条 ワーキンググループ等の輸出管理担当者は、技術の提供に際して、第８条（該

非判定）及び第１１条（取引審査）の手続が行われたこと、並びに外為法等に基づく許

可を受けなければならない技術の提供の場合には、経済産業大臣の許可が取得されてい

ることを確認する。 

 

２ ワーキンググループ等は、第１項の確認ができない場合は当該技術の提供を行っては

ならない。また、第１項の確認ができない場合には、輸出管理担当者から普及促進委員

会委員長を通じて幹事会調整会議へ報告する。 

 

 

第６章 監査 

 

（監査） 

第１５条 幹事会調整会議は、コンソーシアム内の安全保障輸出管理が本規程に基づき適

正に実施されていることを確認するため、監査を定期的に行う。 

 

２ 幹事会調整会議は、前項の監査を円滑に執り行うため、輸出管理監査責任者を置くこ

とができる。 

 

 

第７章 教育 

 

（教育） 

第１６条 幹事会調整会議及び普及促進委員会委員長は、外為法等及び本規程の遵守の重

要性を理解させ、確実な実施を図るため、当コンソーシアムの役員等並びに会員及びそ

の役員と従業員に対し、計画的に教育を行う。 

 

 

第８章 文書管理 

 
（文書管理又は記録媒体の保存） 

第１７条 規制貨物等の輸出等に係る文書又は記録媒体を、貨物が輸出された日又は技術

が提供された日から起算して、少なくとも７年間は保管する。 
 

 

第９章 報告 

 

（報告） 

第１８条 当コンソーシアムの役員又は会員は、当コンソーシアムの活動に関連して外為
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法等又は本規程に対する違反の事実を知った場合又は違反のおそれがある場合には、そ

の旨を所属するワーキンググループ等に速やかに報告し、これを受けた当該ワーキング

グループ等は輸出管理担当者から普及促進委員会委員長を通じて幹事会調整会議に速

やかに報告しなければならない。 

 
２ 幹事会調整会議は、第１項の報告の内容を調査し、当コンソーシアムが外為法等に違

反したとき、又は違反したおそれのあることが判明したときには、安全保障輸出管理の

最高責任者に報告する。最高責任者は、当コンソーシアム内の関係部門に対応措置を指

示するとともに、遅滞なく行政庁に報告する。また、最高責任者は、その再発防止のた

めに必要な措置を講じる。 

 

 

 

 

（附 則）:  

(1) 本規程は 2023年 6月 8日より施行する。※以下、改定履歴を記載 

  ・2023年 6月 8日： 新規制定 

  ・2025年 6月 26日： 改訂（「技術検討委員会」を「普及促進委員会」に変更） 

(2) 本規程を改廃する場合は、幹事会の決議を受けなければならない。 

(3) 当コンソーシアムの安全保障輸出管理体制を付図に示す。 

 

                                                              以上 
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